
〇次世代育成支援行動計画の実施状況 

№ 施策の柱 指標名 令和５年度実績（※参考） 令和６年度実績
目標値

（令和10年度）
担　当　課

1 こどもの権利擁護 「こどもの権利」の認知度
小　 　53.8％
中　 　41.5％
若者　55.4％

・「子どもの権利条約」に関する出前講座の実
施及び人権セミナーの共催

・啓発パンフレットの設置
・「第18回あなたの大切な人へ伝えたい　ここ
ろのメッセージ」の募集・展示
・「人権に関する市民意識調査」の実施（５年
毎）

小 　　100％
中　 　100％
若者　100％

人権推進課

2 情報提供・啓発活動の推進 すくすくワクチン登録者数 6,042人 6,525人 7,500人 こども保育課

3 こども・若者の意見聴取と社会参画の推進
市民まちづくり活動における
若者の活動支援の割合

（未調査）
R７年度から

（未調査）
R7年度から

20% 経営政策課

1
妊娠前から幼児期までの切れ目のない健康
づくり

産後１か月時点での産後うつのハイリスク者
の割合

5.4% 5.8% 4.0% おやこ保健福祉課

2 こどもの発達支援
発達支援コーディネーター研修の受講者数
（累計）

48人
（令和6年度）

48人 170人 おやこ保健福祉課

SOSの出し方に関する教育を実施する公立
小中学校の割合

26.2%
（11校）

42.9%
（18校）

（令和11年度）
100％

（42校）

学校教育課

小学５年生における肥満度20％以上の割合
男児　18.4％
女児　13.1％

・妊産婦等への正しい知識の啓発、健康管理
に関する個別支援の実施
・こどもの生活習慣の形成のための支援、３食
食べることの重要性やおやつのとり方、共食
等の知識の普及啓発
・学校や地域、食生活改善推進員等と連携

し、こどもだけでなく保護者や家族等へ正しい
知識の情報提供を実施

男児　16.7％
女児　11.6％

学校教育課

4 こども・若者の食育支援 朝食を毎日食べている児童生徒の割合 82% 82.8% 85% 学校教育課

1 障がい等のあるこども・若者への支援 医療的ケア児コーディネーターの配置人数 ４人 ５人 ７人 障がい福祉課

2 ひとり親家庭への支援
資格取得のための給付を受けたひとり親の
人数

24人 17人 30人 おやこ保健福祉課

3 児童虐待防止の更なる強化 児童の見守り支援を行う団体数 ４団体 ４団体 ５団体 おやこ保健福祉課

4 いじめ対策や不登校のこどもへの支援
不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等
や担任等から相談・指導等を受けた者の割
合

99% 100% 100% 学校教育課

5 ヤングケアラーへの支援 ヤングケアラーの周知（認知度）
（未調査）

R7年度から
（未調査）

R7年度から
100% こども家庭サポートセンター

1 質の高い幼児教育・保育サービスの提供 保育人材の確保（新卒、潜在） 17人 10人 25人 こども保育課

2 子育てニーズに応じた支援 地域子育て支援拠点の相談件数 11,623件 7,225件 13,000件 こども保育課

3 こどもの居場所づくり 放課後児童クラブ　設置単位数 33単位 36単位 38単位 こども保育課

4 人間力を育む教育の推進
「将来の夢や目標を持っている」児童生徒の
割合

78% 77.2% 83% 学校教育課

1 ライフデザインに応じた支援
「みやざき結婚サポートセンター」登録補助

金申請者数
８人 ４人 15人 人材政策・移住定住推進室

2 若い世代の移住・定住の促進
南部地域の子育て世帯向け市営住宅（期限

付き入居）の入居世帯数

０世帯

（未整備）

０世帯

（整備中）
20世帯 建築住宅課

3
男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの推
進

中学校でのデートDV防止講座の拡大 27.7% 50.0% 100% 男女共同参画推進室

4 地域でつなぐ人材育成 ジュニアリーダークラブの会員数 18人 30人 30人 社会教育課

5 こども・若者の学びと就職支援 市内高校生の県内就職率 62.4% 64.20% 70% 人材政策・移住定住推進室

防犯灯の維持管理補助灯数 10,045灯 10,363灯 10,600灯 生活環境課

安心して利用できる公園環境の整備（健全
度D判定の施設更新、撤去）

9% 36% 90% 都市計画課

基本目標

基本目標１

こどもがまんなかの
「地域づくり」

こども・若者は、心身の発達過程にあっても、多

様な人格をもった個として尊重されるべき存在

であり、その権利や利益が積極的に擁護される

人権教育や情報発信の取り組みに加え、こど

も・若者の意見を聞き、また社会参画を促進す

ることで、こども達の視点に立った質の高く実効

性のあるこどもがまんなかの「地域づくり」を推進

します。

妊娠前から乳幼児期、子育て期、学童期から青

年期と、各ライフステージにおいて、心身ともに

健康でいきいきと生活するため、教育・保育・保

健・医療・福祉など切れ目ない支援により、こど

も・若者が自分らしく社会生活を送れるよう、地

域全体で支え合うこども・おやこ・若者等の「元

気づくり」を推進します。

基本目標２

こども・おやこ・若者等の
「元気づくり」

6 こども・若者を見守るまちづくり

3 こども・若者の心と体の元気づくり

基本目標３

支援が必要なこども・若者の
「希望づくり」

障がいや疾病、虐待、貧困、家族の状況その他

様々な事情により困難な状況にある支援が必

要なこども・若者が、安全で安心して過ごし幸

せな状態での成長を促し、その特性やニーズに

応じたきめ細やかな支援を通じて自立した生活

が送れるよう支援が必要なこども・若者の「希望

づくり」を推進します。

基本目標４

子育て・教育のあふれる
「笑顔づくり」

幼児期は、こどもの将来にわたるウェルビーイン

グの向上にとって、また、学童期は身体も心も大

きく成長する重要な時期であり、育ちに必要な

愛着をはじめ、自己肯定感、道徳性、社会性な

どの形成、さらには、孤独を感じることなく、安心

して過ごせる居場所が必要であり、こども達がも

つ可能性を最大限に発揮できるよう、教育・保

育の質の向上や学校生活の充実など、地域や

家庭と連携した子育て・教育のあふれる「笑顔

づくり」を推進します。

基本目標５

少子化時代のこども・若者の
「未来づくり」

少子化傾向に歯止めをかけるため、各種団体

や企業、市民等と少子化に関する意識を共有

しながら、国や県と車の両輪となって、こども・若

者への支援や子育て環境の整備などに取り組

むとともに、若い世代が働くことや暮らしていくこ

とに喜びを感じ、キャリアとライフイベントが充実

した希望のライフデザインが描けるよう少子化

時代のこども・若者「未来づくり」を推進します。

資料２ 


